
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

     敷地境界     単位区画     単位区画の統合 

 

形質変更時要届出区域      筆境界 

 

形質変更時要届出区域 

N 

淀川区加島 

一丁目 

425番 

429番 2 

430番 3 396番 2 

400番 2 

399番 2 

402番 401番 

403番 

424番 404番 1 

423番 1 

405番 423番 2 

422番 

421番 

419番 1 

419番 2 

407番 1 

407番 2 

406番 

418番 

409番 

417番 1 

417番 2 

416番 

415番 1 

415番 2 

414番 

413番 

410番 411番 412番 

淀川区三津屋南 

三丁目 

淀川区三津屋中 

三丁目 

404番 2 

408番 

420番 

689番 

敷地の最北端（真北）を起点として、 
東西方向及び南北方向に10m間隔で引いた線を 
右に1°3′0″回転させて得られる線により、 
対象地を単位区画に区分した。 


